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千代田区議会議長秋谷こうき様

都市計画法17条手続きに対する意見の速報を求める陳情

陳情書

舛申田一丁目南部地区地区計画に関する都赫十画案の縦覧が本年6月5日から同月19日

まで行われました。約2週間経ちましたので区イ斐F斤へ問い合わせしたところ、4,000件を越

える意見を1件ずつ精査している、報告は7月末を予定している都椛十画審議会で報告する

とのことでした。しかし4,000件余の意見書のチェックをごく少堕女で行っていると側聞いたし

ましたが、結果を待っている方々に対して迅速に対応する体制はとれないのでしょうか。

先般、都市言十画法16条1項の公聴会の意見反映の報告についても区の見解をホームペー

ジで示すのみでした。これでは区民、関係者に真撃に対応する姿勢がなかったと言わざるを

えません。本来そこで立ち止まり、報告及び審査検証が行われる筈が、同法17条の手続きを

進め、また同じことを繰り返すのですか。これでは区民鴛見、そのイ七表である議員が構成し

ている委員会軽視も甚だしいと言わざるをえません。

遅くとも本年7月7日の環境まちづくり委員会において、最低でも賛否の数など速報をお示

しください。
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